
令和７年度
地域密着型サービス事業所
集団指導
運営指導における指導事項等について
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区分 内容 実施時期

運営指導

介護保険法（以下「法」という。）第23条に基づ
き、介護保険施設等ごとに、介護サービスの質、
運営体制、介護報酬請求の実施状況等の確認のた
め、原則、実地にて行う。 実施計画に基

づき実施

集団指導
正確な情報の伝達・共有による不正等の行為の未
然防止を目標としており、介護保険施設等に対し
情報のインプットを図る。

監査

人員基準違反や運営基準違反、不正請求、高齢者
虐待等が認められた場合やそのおそれがある場合
に法第76条等に基づき、報告、帳簿書類等の物件
の提示を求め、関係者の出頭、質問を行うことに
より情報を収集するとともに現地に立ち入って検
査を行い、事実関係を確認する。

必要に応じて
実施

１．指導と監査
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サービス種別 実施件数 対象数
（R７.4.1現在）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １ １

地域密着型通所介護 １４ ３６

認知症対応型通所介護 ０ １

小規模多機能型居宅介護 ６ ７

認知症対応型共同生活介護 ７ ２２

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 １ ３

看護小規模多機能型居宅介護 ０ ４

計 ２９ ７４

２．運営指導の実施概況（R７）
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３．結果の分類

指摘

文書で結果を通知し、文書で報告を求めます。
原則として関係法令及び関係通達等に著しく逸脱し、改善を要す
る事項がある場合又は介護報酬について過誤調整を要すると認め
られた場合

注意

文書で結果を通知し、報告は求めません。
関係法令又はその他の通達等に沿っていないが、改善中の場合や
特別な事情により改善が遅延している場合、軽微な事案であると
判断する場合

助言
運営指導当日の口頭による注意喚起・アドバイス。
法令等に規定した事項に違反していないが、今後も違反のないよ
う、適正な運営に資するものと考えられる場合

5



♦消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置していることが必
要です。

♦政令で定める防災対象物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、
じゅうたん等（じゅうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定める
ものをいう。）、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕
及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとなりま
す。

【消防法第8条の3、消防法施行令第4条の3】

①設備：カーテンは防炎性能を有するものを使用してください。

４．運営指導における指導事項について
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♦運営規程の概要、勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体
制、第三者評価の実施状況等を記載してください。
♦重要事項説明書と運営規程の記載内容は実態に即した内容とし、
相違がないかを定期的に確認し、常に整合を図るようにしてく
ださい。
♦第三者評価の実施状況には「実施の有無」、「実施した直近の
年月日」、「実施した評価機関の名称」及び「評価結果の開示
状況」の４項目を記載してください。 なお、実施しない場合で
もその旨を記載してください。

②内容及び手続の説明及び同意：重要事項説明書について、不備があ
りましたので、改善してください。
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♦(看)小規模多機能型居宅介護は、休業日を設けることは想定していま
せんので、営業日は365日となります。また、訪問サービスは24時間、
通い及び宿泊サービスは、それぞれ営業時間を記載してください。
♦利用料は、単位のみでなく利用料（〇〇〇〇円）（ 1割負担、2割負担
及び3割負担）を記載してください。また、その他の費用について、徴
収している費用は漏れなく記載してください。
♦虐待の防止のための措置に関する事項については、組織内の体制（責
任者の選定、研修等）や事案が発生した場合の対応方法等を記載してく
ださい。
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③内容及び手続の説明及び同意：重要事項説明書について、あらかじ
め、利用申込者又はその家族に対し、重要事項説明書を交付して説明
を行い、同意を得ることとなっています。利用者等の署名をいただく
箇所を、「説明」及び「同意」のほか「交付」（又は「受領」）した
ことが確認できるよう改善してください。

♦利用者等に署名をいただく箇所を「重要事項説明書について説
明を受け、同意し、 受領し（交付を受け）ました。」とする。
♦同意日も利用者等に記入してもらってください。
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♦(全サービス共通)
・利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
身体拘束等行ってはならない
・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び
に緊急やむを得ない理由の記録
♦(小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護)
・3月に1回以上、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催

〇委員会の結果（議事録）を従業者に周知したことがわかるように記録を整備する

・身体拘束等の適正化のための指針の整備
・年2回以上の身体的拘束等の適正化のための研修の実施（職員の新規採用時にも実施）

〇研修については、記録（日時、参加者、内容等）を残す。

★必要な措置が講じられていない場合、「身体拘束廃止未実施減算」の対象となる場合がありま
す。

④身体拘束等の適正化のための措置が不十分でしたので改善してください。
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（全サービス共通）
♦感染症及び非常災害の業務継続計画の策定
・感染症に係る業務継続計画、感染症の予防及びまん延の防止のための指針、災害
に係る業務継続計画並びに非常災害に関する具体的計画については、それぞれに対
応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定することとして差し支え
ない。
♦年1回以上（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は年2回以上）の研修の実施
・感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止の
ための研修と一体的に実施することも差し支えない。

⑤業務継続計画に係る研修及び訓練の実施内容を記録してください。
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♦年1回以上（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域
密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は年2回以上）の感染症及び食中毒の予防及び
まん延防止のための訓練の実施。
・感染症に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体
的に実施することも差し支えない。また、災害の業務継続計画に係る訓練については、
非常災害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し支えない。
〇研修及び訓練については、記録（日時、参加者、内容等、訓練（シミュレーション））を残
す。

♦必要に応じた業務継続計画の見直し。

★計画未策定や必要な措置が講じられていないなどの場合、「業務継続計画未策定減算」の対
象となる場合があります。
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(全サービス共通) 
・6月に1回以上の感染症及びまん延防止のための対策を検討する委員会の開催。
〇委員会の結果（議事録）を従業者に周知したことがわかるように記録を整備する。

・感染症及びまん延防止のための指針の整備。
・年1回以上（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域
密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は年2回以上）の感染症及びまん延防止のため
の研修の実施。（職員の新規採用時にも実施）
・年1回以上（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域
密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は年2回以上）の感染症及びまん延防止のため
の訓練の実施。（職員の新規採用時にも実施）
〇研修及び訓練については、記録（日時、参加者、内容等、訓練（シミュレーション））

を残す。

※施設系の場合は、委員会、指針及び研修の内容に食中毒を含めてください。

⑥感染症の予防及びまん延の防止の研修及び訓練を定期的に実施して
ください。
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（全サービス共通) 
・年1回以上の虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催。

〇委員会の結果（議事録）を従業者に周知したことがわかるように記録を整備する。

・虐待の防止のための指針の整備。
・年1回以上（認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護は年2回以上）の虐待の防止のための研修の実施。（職員の新規採用時
にも実施）

〇研修については、記録（日時、参加者、内容等）を残す。

・上記3点の措置を適切に実施するための担当者の配置。

★上記の４点を１つでも実施していない場合は、「高齢者虐待防止設置未実施減算」の
対象となる場合があります。

⑦虐待の防止に関する措置の記録が不十分でしたので改善してくださ
い。
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５． 委員会・研修・訓練等について

地域密着型通所介護、

認知症対応型通所介護

(看)小規模多機能型居宅

介護

認知症対応型共同生活

介護

地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活

身体的拘束等適正化検討委員会 ー ３月に１回以上 ３月に１回以上 ３月に１回以上

感染症予防及びまん延防止対策検討委員会 ６月に１回以上 ６月に１回以上 ６月に１回以上 ３月に１回以上

虐待の防止検討委員会 定期的 定期的 定期的 定期的

身体的拘束等適正化研修 ー 年２回以上 年２回以上 年２回以上

業務継続計画（BCP）研修 年１回以上 年１回以上 年２回以上 年２回以上

感染症の予防及びまん延の防止研修 年１回以上 年１回以上 年２回以上 年２回以上

虐待防止研修 年１回以上 年１回以上 年２回以上 年２回以上

業務継続計画（BCP）訓練 年１回以上 年１回以上 年２回以上 年２回以上

非常災害対策訓練 定期的 定期的 定期的 定期的

感染症予防及びまん延防止訓練 年１回以上 年１回以上 年２回以上 年２回以上

身体的拘束等指針 ー 要 要 要

業務継続計画（BCP） 要 要 要 要

非常災害に関する具体的計画 要 要 要 要

感染症予防及びまん延防止指針 要 要 要 要

虐待防止指針 要 要 要 要

※施設系の場合は、委員会、指針及び研修の内容に食中毒を含めてください。
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